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マンションの管理計画認定制度 
 

■管理計画認定制度とは                           

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和４年４月から、管

理計画認定制度が創設されました。 

 管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管

理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。 

 府中市では、改正法の施行と同時に、令和４年４月から制度実施しています。 

 

■認定を取得するメリット                          

 管理計画の認定を取得することで、次のメリットが期待されます。 

 

 ① 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる 

 ② 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される 

 ③ 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に

繋がる 

④ 認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット３５」及び「マ

ンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げ、「マンションすまい・る債」の利

率上乗せが適用される（各詳細については住宅金融支援機構に確認してください） 

⑤ 認定を取得したマンションで一定の要件を満たすものが長寿命化に資する大規模修

繕工事を行った場合、マンション長寿命化促進税制の対象となる 

 

■認定の対象                                

府中市内の既存マンション 
 

※新築マンションに対しては、法律に基づく管理計画認定制度とは別に、公益財団法人マンション管

理センターが認定主体となる予備認定制度があります（詳しくはマンション管理センターのホーム

ページを確認してください）。 

 

■申請者                                  

 マンションの管理組合の管理者等 
 

 ※管理者等：区分所有法第２５条第１号の規定により選任された管理者又は同法第４９条第 1項の 

規定により置かれた理事 

 

（複合用途型マンションの場合） 

マンションの区分所有者全員によって構成された全体管理組合の管理者等 

（団地型マンションの場合） 

   区分所有法第６８条の団地型規約を定めている場合 ：団地管理組合の管理者等 

   区分所有法第６８条の団地型規約を定めていない場合：団地管理組合の管理者等と各棟の 

管理組合の管理者等との連名 
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■認定の基準                                

 管理計画認定の基準は次のとおりです。なお、府中市の独自基準はなく、国がマンショ

ン管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。 

 

管理計画認定の基準 
１ 管理組合の運営 
① 管理者等が定められていること。 

② 監事が選任されていること。 

③ 集会が年 1回以上開催されていること。 

２ 管理規約 
① 管理規約が作成されていること。 

② マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要
なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められている

こと。 

③ マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理
組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（又は電磁的方法による提供）につ
いて定められていること。 

３ 管理組合の経理 
① 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 

② 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 

③ 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３か月以上の滞納額が全
体の１割以内であること。 

４ 長期修繕計画の作成及び見直し等 
① 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内

容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている

こと。 

② 長期修繕計画の作成又は見直しが７年以内に行われていること。 

③ 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が３０年以上で、かつ、残存期
間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるように設定されていること。 

④ 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 

⑤ 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金
の平均額が著しく低額でないこと。 

⑥ 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画
となっていること。 

５ その他 
① 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の

緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、

１年に１回以上は内容の確認を行っていること。 

② 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。（※） 
 
※５②の基準について、府中市マンション管理適正化指針では、国の基準以外の独自基準を設けて
いないことから、１①から５①までの１６項目に適合する場合、５②の基準に対しても適合する
こととなります。 
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■申請に必要な書類                             

 認定申請に必要となる書類は次のとおりです。なお、当初の認定申請及び更新申請は、

マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」（事前確認）を利用

し、申請手続きをインターネット上の電子システム（オンライン上）で行ってください。 

 

（１）提出が必須である書類 

提出書類 
認定基準 
の項目 

備考 

認定申請書   

事前確認適合証   

集会（総会）の議事録の写し １①・１②・ 

１③・４①・ 

４② 

次のそれぞれの議事録の写し 

・認定申請を行うことを決議したもの 

・管理者等を選任することを決議したもの※ 

・監事を置くことを決議したもの※ 

・直近に開催されたもの（１年以内） 

・長期修繕計画の作成又は変更することを決議し

たもの（７年以内）※ 

※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約

の写し及びその定めるところにより、管理者等

が選任されたこと・監事が置かれたこと・長期

修繕計画が作成又は変更されたことを証する

書類 

管理規約の写し ２①・２②・ 

２③ 

 

貸借対照表及び収支計算書 ３①・３②・ 

３③ 

直前の事業年度の集会（総会）において決議され

たもの※ 

※直前の事業年度がない場合には、申請日を含む

事業年度における集会（総会）において決議さ

れた収支予算書 

直前の事業年度の各月において
組合員が滞納している修繕積立
金の額を確認することができる
書類 

３③  

長期修繕計画の写し ４①・４③・ 

４④・４⑤・ 

４⑥ 

 

組合員名簿（区分所有者名簿）及
び居住者名簿を備えるとともに、
年一回以上更新していることを
確認することができる書類 

５① これらの名簿を備えるとともに、年一回以上更新

していることに関する表明保証書等 

 

（２）必要に応じて提出が必要となる書類 

提出書類 
認定基準 
の項目 

備考 

年１回集会（総会）を開催できな
かった場合の措置が図られたこ
とが確認できる書類 

１③ 災害又は感染症の感染拡大等への対応として、前

年の総会の開催日から１年以内に集会（総会）を

開催できない状況が生じた場合には、その状況が

解消された後、遅滞なく集会（総会）を招集して

いることを確認する必要がある。 
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マンションの除却予定時期が議
決された集会（総会）の議事録の
写し 

４③ マンションの除却等が想定されている場合 

専門家からの修繕積立金の平均
額が著しく低額でない特段の理
由がある旨の理由書 

４⑤ 修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を

下回る場合 

 

 

■申請の流れ                                

 府中市へ認定申請する前に、マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サ

ービス」（事前確認）を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事

前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。事前確認

を行うことで、府中市への認定申請に当たっては、同サービスによるインターネット上の

電子システム（オンライン上）で行うことが可能となります。また、市が事前確認適合証

を審査に活用することで、認定手続きの円滑化を図ります。 

なお、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービス（マンション管理適正評価制

度（マンション管理業協会）・マンション管理適正化診断サービス（日本マンション管理士

会連合会））を申請することも可能です。 

申請の流れは４パターンあり、下図のとおりです。 
 

〔管理計画認定の申請パターン①～④と手続きの流れ〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マンション管理センター資料を基に作成） 

事前確認 

 府中市【審査】 

 

申請者 

（マンション管理組合の管理者等） 

 

認定通知書発行［郵送］ 認定情報の提供 

マンション管理センター 

（管理計画認定マンション閲覧サイト） 

 

標準期間：申請の通知が届いた日から１４日間（閉庁日を除く） 
※標準的な処理期間であり、案件により期間は前後します。 

【パターン①】 
マンション管理士（管理会社に所属するマ
ンション管理士を含む。）に事前確認依頼 

【パターン②】 
管理委託先に 
事前確認依頼 

【パターン③】 
日本マンション管理士
会連合会に事前確認 
依頼 

申請者 
（マンション管理組合の管理者等） 

 【パターン④】 
マンション管理セン 
ターに事前確認依頼 

日本マンション管理士会 
連合会（日管連） 

マ ン シ ョ ン 管 理 セ ン タ ー 

（管理計画認定手続支援システム） 

事前確認 

（パターン④の事前確
認は外部に委託予定） 

事前確認 

（管理会社所属のマンシ
ョン管理士） 

マンション管理業協会 

申請者 
（マンション管理組合の管理者等） 

 
管理計画認定手続支援システム 

事前確認適合証 

認定申請 

（マンション管理センター資料を基に作成） 

事前確認 

（マンション管理士） 

事前確認 

（日管連所属のマンション管理士） 
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■申請に係る費用                                 

認定申請に際しては、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」（事

前確認）の利用に当たり、マンション管理センターに対し利用料 10,000円の支払いが必要

です（申請パターン②ではマンション管理業協会を通して支払い）。 

また、申請パターン①～④により、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価

サービスの利用料の支払いが必要な場合があります（詳しくはマンション管理センター及

び併用する評価サービスの実施団体のホームページを確認してください）。 

なお、府中市への認定申請手数料は無料です。 

 

■認定の有効期間                              

 認定の有効期間は、認定を受けた日から５年間です。有効期間の満了日までに認定の更

新申請を行わない場合、認定は失効します。 

 

■変更認定申請・軽微な変更の届出                      

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、変更認定申請が必要です。なお、変

更内容が軽微な変更の場合、変更認定申請は不要ですが、軽微な変更の届出が必要です。 

変更認定申請等を行う場合は事前に市へ相談してください。また、府中市への変更認定

申請手数料は無料です。 

 

●変更認定申請・軽微な変更の届出方法 

  変更認定申請及び軽微な変更の届出では、マンション管理センターによる「管理計画

認定手続支援サービス」（事前確認）及び電子システムは利用できません。変更認定申請

書又は軽微な変更届の正本及び副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、府中市に直

接提出してください（郵送又は窓口）。 

変更認定申請書・軽微な変更届は市ホームページからダウンロード可能です。 

 

【軽微な変更に該当する変更内容】 
※軽微な変更に該当しない場合は変更認定申請が、該当する場合は軽微な変更の届出が必要です 

    ・長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は時期の変更であって、
計画期間又は修繕資金計画（長期修繕計画に定められた修繕の実施に必要な資 
金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画）の変更を伴わないもの 

   ・長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画（同上）の変更であって、マンショ 
ンの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの 

    ・２以上の管理者等を置く管理組合において、その一部の管理者等の変更 

    ・監事の変更 
    ・規約の変更であって、監事の職務及びマンションの管理の適正化の推進に関す 

る法律施行規則第 1条の５第４号に掲げる事項の変更を伴わないもの 

 

 

 

 

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法施行規則第 1条の５ 
 
４ 規約に次に掲げる事項が定められていること。 
イ マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約 
（これに類するものを含む。）の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分へ 
の立入りに関する事項 

ロ マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項 
ハ マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合 
の対応に関する事項 
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■その他                                   

 府中市は、管理計画を認定したマンションの管理者等に対し、マンションの管理の状況

についての報告を求める場合があります。 

 

■関連情報・問合せ先等                                   
 

管理計画認定手続支援サービス（事前確認）について 

公益財団法人 マンション管理センター 企画部 
ＴＥＬ ０３－６２６１－１２７４ 

ＵＲＬ https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html 
 

認定制度についての相談ダイヤル 

・マンション管理計画認定制度相談ダイヤル 

一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 

     ＴＥＬ ０３－５８０１－０８５８ 
 
マンション管理全般及び法改正について 

・国土交通省ホームページ（マンション管理について） 

      

  ・国土交通省マンション管理・再生ポータルサイト 

     
事前確認と併せて申請することが可能な評価サービスについて 

 ・マンション管理適正評価制度 

一般社団法人 マンション管理業協会 

     ＴＥＬ ０３－３５００－２７２１ 

  ・マンション管理適正化診断サービス 

一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 

     ＴＥＬ ０３－５８０１－０８４３ 

「フラット３５」・「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げ 

「マンションすまい・る債」利率上乗せについて 

 ・フラット３５ 

独立行政法人 住宅金融支援機構 【フラット３５】ダイヤル 

ＴＥＬ ０１２０－０８６０－３５ 

・マンション共用部分リフォーム融資 

独立行政法人 住宅金融支援機構 本店マンション・まちづくり支援部 

マンション・まちづくり融資グループ 

ＴＥＬ ０３－５８００－９３６６ 

・マンションすまい・る債 

独立行政法人 住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 

住宅債券専用ダイヤル 

ＴＥＬ ０１２０－０８６０－２３ 

 

問合せ・認定申請窓口 

府中市 都市整備部 住宅課 支援係 

    〒183-0056 府中市寿町１丁目５番地 府中駅北第２庁舎 ５階 

    ＴＥＬ ０４２－３３５－４４５８（直通） 

    e-mail jutaku01@city.fuchu.tokyo.jp 

令和６年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


